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【留意事項】

・

【最低賃金の算出に関する注意】

・ ・ 臨時に支払われる賃金（結婚手当など）

・ １ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）

・ 時間外労働に対する賃金

・ 休日労働に対する賃金

・ 深夜労働に対する割増賃金

・ ・ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

【最低賃金との比較】　

●月給制

基本的賃金÷１月の所定労働時間数（年間平均）　≧　最低賃金

●日給制

基本的賃金÷１日の所定労働時間数　≧　最低賃金

愛知県内の事業所の使用者は

右記の最低賃金より低い賃金

ルバイト等を含む全ての労働

者）を使用することはできま

一部の業種については別途特

定（産業別）最低賃金が適用

で労動者（臨時・パート・ア

せん。

より、１０月１日から１０月上旬までの間に順次発効され、愛知県の

最低賃金額は次の通りとなります。

時間額　９２７円

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られま

す。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが

対象となります。

されます。

派遣労働者については、派遣

先事業場に適用される最低賃

金が適用されます。

下記の計算で時間額を比較します。

最低賃金は時間額によって定められている為、月給制や日給制の場合は

からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定に

１．

３．

２．
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている全ての地方最低賃

Ｋ-Report

１．改正情報

金審議会が答申した令和２年度の地域別最低賃金の改定額を取りまと

めました。これは、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議

を参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りま

（従来の926円から1円引き上げ）

令和２年１０月１日から

会が示した「令和２年度地域別最低賃金額改定の目安について」など

とめたものです。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使



■ 男女雇用機会均等法のポイント

厚生労働省令で定められる措置②

◆ 転勤要件を選考基準としていると認められる例

●

●

◆ 合理的な理由がない場合として考えられる例

●

●

●

■ 自民党の支持率が消費税を左右する

K-Report

を伴う転勤に応じることができることを要件とする場合、次の例を参

費税５％をなくしたのは、マスコミ？自民党の支持率？（９月１４日現在）

総裁選では独自色を抑えていた菅

新総理は今後どのように「菅カラ

考に対応を検討します。

を経験すること等が労働者の能力の育成・確保に特に必要であるとは認め

の勅令により火が消えた。安倍総理退陣後の自民党支持率を見極めてから消

理は菅官房長官と明言し半年間の消費税５％を私たちに説明し、「しばらく

ん」と嘆き帰る。その後菅総理候補は５％を否定、河野防衛大臣（麻生派）

いのを見て消費税５％は泡と消え内閣総理大臣菅義偉誕生となりました。消

広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、長期間にわたり、家庭の事

わたり展開する計画等もない場合

られず、かつ、組織運営上、転居を伴う転勤を含む人事ローテーションを

での勤務経験を積むこと、生産現場の業務を経験すること、地域の特殊性

準の中に、転勤要件が含まれていること

院議員が来訪され「１０月解散総選挙です、消費税５％なら選挙になりませ

費税５％総選挙と筋書きを立てていたが、思いもよらず自民党の支持率が良

は５％を提唱したりしたが、派閥の親分から「お前は余分なことを言うな」

行うことが特に必要であるとは認められない場合

ら今後の政局へと向いていた。国会報告中の国会議員（麻生派）は、次の総

象とすること又は複数ある職種の変更の基準の中に、転勤要件が含まれて

広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、異なる地域の支店、支社等

　労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居

３．所長コラム

大きな買い物はよそう」と考える。８月３１日月曜日午後２時、野党の参議

広域にわたり展開する支店、支社等がなく、かつ、支店、支社等を広域に

募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応

じることができる者のみを対象とすること又は複数ある採用又は昇進の基

情その他の特別な事情により本人が転勤を希望した場合を除き、転居を伴

う転勤の実態がほとんどない場合

職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができる者のみを対

ー」を打ち出すか注目されます。

２．労務管理の基礎知識

《間接差別の禁止》

いること

ワイド番組ではこぞってその話題で持ちきりであり、僕の関心事は当然なが

　８月２８日金曜日午後３時、副大臣経験のある自民党国会議員の国会報告

を聞く機会があった。その日安倍晋三内閣総理大臣は辞任の表明をし、昼の


